
2021年4月1日

厚生労働省医政局

「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」の検討
状況について（地域医療構想、医師偏在対策、かかりつけ医機能）

令和６年11月15日
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地域医療構想について
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2040年の人口構成について

• 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

• 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域

では減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。
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●大都市型 -11.9% 17.2%

●地方都市型 -19.1% 2.4%

●過疎地域型 -28.4% -12.2%

＜2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域
は５割程度（183区域）

生産年齢人口の変化率
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（単位：万人）

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 令和５年推計」
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（▲15.6%）

85歳～ （＋ 42.2%）

大都市型 ：人口が100万人以上（又は）人口密度が2,000人/km2以上
地方都市型：人口が20万人以上（又は）人口10～20万人（かつ）人口密度が200人/km2以上
過疎地域型：上記以外
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85歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率

2.8% 5.7%

11.9%

25.4%

47.4%

73.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日
人口（総務省統計局人口推計）から作成

歳

７５歳以上全体の認定率：３１．５％

８５歳以上全体の認定率：５７．７％

６５歳以上全体の認定率：１８．９％

各年齢階層別の認定率
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

 2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見

込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（改）
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2040年の医療需要について

医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にか

けて、85歳以上の救急搬送は75％増加し、85歳以上の在宅医療需要は62％増加することが見込まれる。

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級
別に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は36％増、

うち85歳以上の救急搬送は75％増と見込まれる。
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は

43％増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62％増と見込まれる。

在宅医療需要の増加
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高齢者の急性期における疾病の特徴

傷病名 手術 割合 累積 病院数

食物及び吐物による肺臓炎 なし 5.8% 5.8% 3,726

うっ血性心不全 なし 5.1% 10.8% 3,350

コロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの

なし 3.6% 14.5% 3,369

肺炎，詳細不明 なし 2.7% 17.2% 3,399

転子貫通骨折 閉鎖性 あり 2.4% 19.6% 2,510

尿路感染症，部位不明 なし 2.3% 21.9% 3,399

大腿骨頚部骨折 閉鎖性 あり 2.0% 23.9% 2,511

細菌性肺炎，詳細不明 なし 1.6% 25.4% 2,615

体液量減少（症） なし 1.6% 27.0% 3,480

腰椎骨折 閉鎖性 なし 1.4% 28.4% 3,540

傷病名 手術 割合 累積 病院数

大腸＜結腸＞のポリープ あり 2.2% 2.2% 2,811

睡眠時無呼吸 なし 1.2% 3.4% 1,881

コロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの

なし 0.8% 4.2% 2,680

尿管結石 あり 0.8% 5.0% 1,138

穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 なし 0.8% 5.8% 2,603

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞，
乳房上外側４分の１

あり 0.8% 6.6% 1,129

急性虫垂炎，その他及び詳細不明 あり 0.8% 7.3% 1,877

子宮平滑筋腫，部位不明 あり 0.7% 8.0% 840

一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア，
閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの

あり 0.7% 8.8% 2,141

気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞，
上葉，気管支又は肺

なし 0.7% 9.5% 1,055

85歳以上の頻度の高い傷病名（注） 15-65歳の頻度の高い傷病名（注）

注 傷病名は、急性期入院料等を算定する病棟におけるICD-10傷病名

15歳～65歳の上位50疾患までの 手術ありの数 累積割合

30 28%

85歳以上の上位50疾患までの 手術ありの数 累積割合

15 51%

85歳以上の急性期における入院は、若年者と比べ、医療資源を多く要する手術を実施するものは少なく、疾患の種類は限定的

で、比較的多くの病院で対応可能という特徴がある。

第８回新たな地域医療構想等に関する検討会

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日
資料１
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地域別にみた訪問診療需要の変化の状況
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人口規模：50万人以上の市区町村

2020年から2040年への訪問診療需要の変化率別市区町村数（人口規模別）

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課において、2019年度NDB及び総務省「住民基本台帳人口｣(2020年1月)を用いて構想区域別の訪問診療受療率を作成し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口｣(2019年推計)に適用して作成。

※東京都特別区部及び政令市については、各区を一つの市区町村とみなして集計

・2020年から2040年にかけて、人口規模５万人未満の一部の市区町村等を除き、多くの市区町村で訪問診療の需

要は増加する見込み。特に、人口規模５万人以上50万人未満、50万人以上の市区町村では、多数の市区町村で

訪問診療の需要が50％以上増加する見込み。
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訪問看護の効率的な提供の事例

出典：看護業務効率化先進事例集・周知事業ポータルサイト（日本看護協会）の掲載情報をもとに厚生労働省医政局地域医療計画課にて作成

■ ＩＣＴ活用による職場全体の情報共有･コミュニケーション円滑化、訪問スケジュールの自動作成･最適化（所在地：茨城県土浦市）

■ 電話対応専属スタッフによるタスクシフト・シェア（所在地：埼玉県所沢市）

成果・効果

〇時間外勤務時間の削減

22時間/月  8.5時間/月

１件の電話対応：平均5分
１日の平均対応回数：18件/看護師1人(8時間勤務内)

〇電話対応時間の削減

看護師１人あたり 90分/日 の対応時間を削減

成果・効果

＜背景・取組概要＞

⚫ 看護師1人当たり一日平均約90分を電話対応に

費やしていた

⚫ 24時間365日営業であるため、

事業所に電話対応専属部署を設置し、

    問合せ内容に応じて看護師や事務員に電話を転送

⚫ 看護師がケア業務に専念できる体制を構築

⚫ 看護職でないスタッフが初期対応するための

マニュアルの作成

＜背景・取組概要＞

⚫ 職員間のコミュニケーションの希薄化・多数の訪問予定の変更に係る伝達困難・報

告/連絡/相談の混乱などの課題を抱えていた

⚫ 職員全員に業務用スマートフォン・タブレットを配布し、チーム、職場全体の情報

共有、コミュニケーション手段として、SNSサービスを目的別に活用

⚫ 業務管理アプリの活用

⇒ 利用者側の条件、看護側の条件をあらかじめ入力し、マッチング機能で訪問ス

       ケジュールを最適化（1ヶ月分の訪問スケジュールの自動作成機能）

⇒ 看護計画を実践過程の段階に沿って入力し、各種書類・帳簿類を自動作成

〇訪問回数の増加

６件/日  ９件/日

〇時間外勤務時間の削減

157.8時間/月  55.7時間/月

〇一つの業務に要する時間の短縮

訪問スケジュールの作成：数日  2～3時間/月

報告書等の作成/１書類：平均60分程度  40分程度

• 訪問看護の効率的な提供の事例として、ICTの活用やタスクシフト・シェアの実施等により、1人あたりの訪問回

数の増加、時間外勤務時間の削減、電話対応時間の減少につなげている事例がある。
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目指すべき医療提供体制の基本的な考え方（案）

• 85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・

介護を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療

提供体制を実現する必要がある。

• このため、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携等を含め、地域における長期的に共有すべき医療提供

体制のあるべき姿・目標として、地域医療構想を位置づける。人口や医療需要の変化に柔軟に対応できるよう、二次医療圏

を基本とする構想区域や調整会議のあり方等を見直した上で、医療・介護関係者、都道府県、市区町村等が連携し、限りあ

る医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を

明確化し、「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。

• 具体的には、

➢増加する高齢者救急に対応するため、軽症・中等症を中心とした高齢者の救急の受入体制を強化する。ADLの低下を防

ぐため、入院早期から必要なリハビリを適切に提供し、早期に生活の場に戻ることを目指す。その際、医療ＤＸの推進

等により、日頃から在宅や高齢者施設等と地域の医療機関の連携、かかりつけ医機能の発揮等を通じ、救急搬送や状態

悪化の減少等が図られるよう、在宅や高齢者施設等を含む対応力の強化を目指す。

➢増加する在宅医療需要に対応するため、必要に応じて現行の構想区域よりも小さい単位で、地域の医療機関の連携によ

る24時間の在宅医療の提供体制の構築、オンライン診療の積極的な活用、介護との連携等、効率的かつ効果的な在宅

医療の体制強化を目指す。外来医療においても、時間外対応や在宅医療等のかかりつけ医機能を発揮して必要な医療提

供を行う体制を目指す。

➢医療の質やマンパワーの確保のため、手術等の労働集約的な治療が減少し、急性期病床の稼働率の低下による医療機関

の経営への影響が見込まれる中、必要に応じて現行の構想区域を越えて、一定の症例や医師を集約して、医師の修練や

医療従事者の働き方改革を推進しつつ、高度医療・救急を提供する体制の構築を目指す。

➢必要な医療機能を維持するため、特に過疎地域において、人口減少や医療従事者の不足が顕著となる中で、地域で不可

欠な医療機能（日常診療や初期救急）について、拠点となる医療機関からの医師の派遣、巡回診療、ICT等を活用し、

生産性の向上を図り、機能維持を目指す。
9

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料



これまでの主な議論（新たな地域医療構想の基本的な方向性（案））

病床の機能分化・連携 入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、

医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想

85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増
大等、2040年頃を見据えた課題に対応するため、入院に限らず医療提供体制全
体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目
した医療提供体制の構築

病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供
の拠点等、地域で求められる医療機関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現

医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性
を向上させ、持続可能な医療提供体制モデルを確立する。

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて、
高齢者の医療需要が増加することが想定される。

このため、約300の構想区域を対象として、病床の機
能分化・連携を推進するための2025年に向けた地域
医療構想を策定。

0.9
万
床
減

7.1
万
床
減

7.4
万
床
増

5.2
万
床
減

合計 119.3万床

合計 125.1万床

2023年の報告病床数2015年の報告病床数 2025年の必要病床数

（推計）

＜新たな地域医療構想における基本的な方向性＞

2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上の
増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定される。

こうした中、限られた医療資源で、増加する高齢者救急・在宅医療
需要等に対応するため、病床の機能分化･連携に加え、医療機関機能
（高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）に着目し、
地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医
療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携･再編･集

約化を推進。

※ 都道府県において、令和８年度（2026年度）に新たな地域医療構想を策定
し、令和９年度（2027年度）から取組を開始することを想定

＜全国の報告病床数と必要病床数＞

合計 119.1万床

10
※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わ

せたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、
詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

令和６年11月８日 第11回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料



病床機能・医療機関機能の整理（イメージ）

これまでの地域医療構想では、病床数に着目した協議になって医療機関の役割分担・連携の推進につながりにく

い、病床機能報告において必ずしも客観的でない報告がなされる、必要病床数と基準病床数の関係性がわかりに

くい等の課題があった。

病床区分毎の必要量

基本的に診療実績データをもとに、
病床区分毎に2040年における地
域の病床の必要量を推計。将来の
病床の必要量と基準病床数との関
係を整理し、位置づけを明確化。

医療機関機能の明確化

地域での医療提供体制を検討・
議論するにあたり、連携・再
編・集約化に向けて、地域で求
められる役割を担う医療機関機
能を新たに地域医療構想に位置
づける。

医療機関の報告等

地域の状況・取組進捗等を把握し、
地域で協議を行って取組を推進する
とともに、国民･患者に共有するこ
とを目的に、病床機能や医療機関機
能を報告する。その際、診療報酬に
おける届出等に応じた客観性を有す
る報告とし、一定の医療機関の役割
を明確にする仕組みを創設。

新たな地域医療構想においては、以下の３つの観点に基づき、病床機能・医療機関機能の整理を

行い、医療提供体制を構築していく。

11
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• このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が行う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を行う。

これまでの主な議論（医療機関機能（案））

医療機関機能の考え方

○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、

医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関から都道府県に、地域で求められる役割を担う｢医療機関機能｣を報告。地域の

医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民･患者に共有。

○ 二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。

・ 2040年頃を見据えて、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題
がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大。

・ 従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想の策定･推進に向けて、地域に必要
な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

地域ごとの医療機関機能

広域な観点の医療機関機能

主な具体的な内容（イメージ）

高齢者救急等機能 • 高齢者等の救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早
期からのリハビリ・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

在宅医療連携機能 • 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院
対応を行う。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

急性期拠点機能 • 地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多
く要する症例を集約化した医療提供を行う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役割を設定。また、ア

クセスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

専門等機能 • 上記の機能にあてはまらないが、集中的なリハビリテーションや一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた
診療を行う。

医育及び広域診療機能 • 大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育をはじめとした医療
従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保される
よう都道府県と必要な連携を行う。

12
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2021年4月1日
医師偏在対策について
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医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和４年５月11日 第4回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG資料(一部改)
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による
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医師多数県 医師中程度県 医師少数県 全国

35歳未満の医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）

○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の若手の医師数は、医師多数都道府県と比較し伸びており、
若手の医師については地域偏在が縮小してきている。

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

27.8％増

4.6％増

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県

全国
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○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の医師数の伸び率は、医師多数都道府県より大きいが、その
伸び率の差は、若手医師（35歳未満）における伸び率の差と比較してわずかである。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

14.7％増

12.4％増

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県
全国

医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）
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人口規模別の二次医療圏毎の診療所数の変化（2012年→2022年）

・人口規模が小さい二次医療圏においては、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にある。

・50万人以上100万人未満、100万人以上の二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が増加傾向にある。

資料出所：厚生労働省「医療施設調査」を基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、2020年国勢調査結果に基づくものであり、二次医療圏は第７次医療計画時点のもので統一して比較。
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5万人以上10万人未満

(中央値▲4.5%)

10万人以上20万人未満

(中央値▲1.3%)

20万人以上50万人未満

(中央値+0.6%)

50万人以上100万人未満

(中央値+3.3%)

100万人以上

(中央値+10.4%)

2012年から2022年への診療所数の変化率別二次医療圏数（人口規模別）

～15%減 15%減～10%減 10%減～5%減 5%減～ ～5%増 5%増～10%増 10%増～
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■2040年に診療所がなくなる可能性がある市区町村

数（人口規模別）※75歳で診療所医師が引退すると仮定
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■市区町村別診療所数の見込み（2022年実績、2040年見込み）

2022年実績

2040年見込み（80歳で医師が引退すると仮定）

2040年見込み（75歳で医師が引退すると仮定）

市区町村における診療所数と2040年の見込み

診療所医師が80歳で引退し、承継がなく、当該市区町村に新規開業がないと仮定した場合、2040年においては、

診療所がない市区町村数は170程度増加する見込み。

※ 75歳で引退すると仮定した場合は270程度増加する見込み。

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）、厚生労働省「医療施設調査」（令和２年）を特別集計。
※ 市区町別診療所数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数＝診療所数、診療所医師が80歳又は75歳で引退し、承継がなく、新規開業がないと仮定

※ 人口規模は2020年国勢調査結果、2040年推計人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」に基づくものである。

 なお、福島県浜通り地域（13市町村）においては、市町村別の2040年人口が推計されていないため、2040年推計における総人口の集計からは除外している。
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■（参考）常勤医師数別の無床診療所数

該当する265市区町村の総人口
●2020年時点：182.2万人
●2040年推計：123.7万人

（市区町村数）

（診療所数）

第10回新たな地域医療構想等に関する検討会

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日
資料１



少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、地域間・診療科間の医師偏在の是正を総合的に推進する。

対策 ２０２４年度 ２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度

①医師確保
計画の深化

◆人口や医療アクセス状況等を踏まえ、都道府
県における医師偏在の是正プランの策定、国
における重点的な支援対象区域の選定。

②医師の
確保・育
成

◆ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理
者要件の大幅な拡大、外来医師多数区域の都
道府県知事の権限強化、保険医制度における
取扱い等の規制的手法を検討。

◆ 臨床研修の広域連携型プログラムの制度化。

◆ 中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係
るリカレント教育について、R７年度予算要求。

◆ 医師多数県の臨時定員地域枠の医師少数県
への振替を検討。

③実効的
な医師配
置

◆地域医療介護総合確保基金等による重点的
な支援区域の医療機関や処遇改善のための経
済的インセンティブ、当該区域への医師派遣等
を行う中核的な病院への支援、全国的なマッ
チング機能の支援等を検討。

◆ 大学病院との連携パートナーシップについて、
都道府県・大学病院にヒアリング等を行い、対
応を検討。

医師偏在是正に向けた総合的な対策

都道府県・大学病院と
協議、パートナーシップ
のプランの内容整理

「第８次医師確保計画（後
期）ガイドライン」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」開始

「第８次医師確保計画（後

期）」にプランを反映
プラン開始

改正法令
施行

各医療機関でプログラム
作成、研修医の募集・採用

プログラム開始

医師少数県の臨時定員地域枠の拡充

リカレント教育事業開始

必要に応じて

法令改正

地域医療介護総合確保基金等
による財政措置

➢①医師確保計画の深化・②医師の確保・育成・③実効的な医師配置を柱として、2024年末までに総合的な対策のパッケージ
を策定し、これらを組み合わせた医師偏在是正に係る取組を推進する。

＜総合的な対策パッケージの骨子案＞

近未来健康活躍社会戦略
（令和６年８月30日厚生労働省）
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医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案の主な論点

主な論点

① 医師確保計画の実効性
■ 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。

② 医師の確保・養成
■ 医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとと

もに、臨床研修の広域連携型プログラムの制度化、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡
大を検討すべきではないか。

■ 外来医師多数区域における新規開業希望者に対する医療機能の要請等の現行の仕組みをより実効力のあるものとする等の規制
的手法について、医療法等における位置づけを含めて検討すべきではないか。

■ 保険医制度の中で、保険診療の質を高めつつ医師の偏在是正に向けて、どのような方策が考えられるか検討すべきではないか。
■ 地域の医療需要や働き方改革推進の観点から、より一層の対応が必要な診療科の医師について、インセンティブを高める方策

についてどのように考えるか。
■ 医師少数区域等で勤務することも念頭に、中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係るリカレント教育を推進すべきではない

か。
■ 医師養成過程や診療報酬を通じた対策についても、医師偏在是正の観点から検討すべきではないか。

※ なお、骨太方針2024においては「今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。」とされている。

③ 実効的な医師配置
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域（都道府県において医師偏在対策に重点的に取り組む支援対象区域）における開業・承

継の支援や、経済的インセンティブを含め、医師の勤務意欲につながる方策について検討すべきではないか。
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域に医師派遣等を行う大学病院等の中核的な病院への支援や、全国的なマッチング機能の

支援等を検討すべきではないか。

④ 実施に向けて
■ ①～③の取組を推進していく上で、規制的手法はもとより、経済的インセンティブとして、どのような対応が必要か。経済的

インセンティブによる偏在是正を進めるにあたっては、国や地方のほか、保険者等からの協力を得るなど、あらゆる方策を検討
すべきではないか。

■ ①～③の取組を国、地方、医療関係者、保険者等がどのように協力して実施していくべきか。

令和６年９月５日 第１回厚生労働省
医師偏在対策推進本部資料より
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2021年4月1日

かかりつけ医機能について
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 3 1号）の概要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一
人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組みを
導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わせた
提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介

護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施行期日

改正の概要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和５年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料１
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かかりつけ医機能が発揮される制度の目的･枠組み

今回の法
改正による
制度整備
の枠組み

今回の法
改正による
制度整備
の目的

かかりつけ医機能が発揮される制度整備

趣旨

（１）医療機能情報提供制度の刷新（令和６年４月施行）
• かかりつけ医機能（「 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義）

を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充
実・強化を図る。

（２）かかりつけ医機能報告の創設（令和７年４月施行）
• 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能（①日常的な診

療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など）について、各医療機関から都道府県知事に報
告を求めることとする。

• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域
の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。

• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。

（３）患者に対する説明（令和７年４月施行）
• 都道府県知事による（２）の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説

明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。

➢ かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中
心に取り組まれてきた。一方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。

➢ 今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる
中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。

➢ その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する

ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。

概要

令和５年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料１

令和６年４月12日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
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かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会について

かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会
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必要とされるかかりつけ医機能など、
論点の議論

構成員プレゼン・有識者ヒアリング

省令等の具体的内容等の議論

第１回分科会

かかりつけ医機能報告の施行に向けた検討スケジュール

かかりつけ医機能報告制度の施行

システム改修等の施行に向けた準備

（敬称略、五十音順）

医師の研修等の議論

令和6年9月5日 第110回社会保障審議会医療部会（資料３）



○ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

・ 当該機能を有すること及び報告事項について院内掲示により公表していること

・ かかりつけ医機能に関する研修※の修了者の有無、総合診療専門医の有無

・ 診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一次診療を行うことができる疾患

・ 医療に関する患者からの相談に応じることができること

※ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。

※ 施行後５年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、
報告事項について改めて検討する。

○ 通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連
携した医療提供

※ １号機能を有する医療機関は、２号機能の報告を行う。

○ 健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向 等

「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書（概要）

○ 今後、複数の慢性疾患、医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応
じて連携して、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要。

○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要。
・ また、当該内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図るとともに、その際、
「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示を行い、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要。

○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXによる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備等に取り組むことが重要。

制度施行に向けた基本的な考え方

○ かかりつけ医機能の確保に向けて、医師のリカレント教育・研修を体系化して、行政によ
る支援を行いつつ、実地研修も含めた研修体制を構築する。

○ 知識（座学）と経験（実地）の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機
能報告の報告対象として該当する研修を示す（詳細は厚労科研で整理）。

○ 国において必要な支援を検討し、医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備
を進める。

○ 国の医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、
地域の医療機関等や多職種が連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保を推進。

○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにも、医
療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用で
きる民間サービスの活用などの好事例の周知等に取り組む。

かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備報告を求めるかかりつけ医機能の内容（主なもの）

○ 説明が努力義務となる場合は、在宅医療や外来医療を提供する場合であって一定期
間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする。

○ 患者等への説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、
当該患者に対する１号機能や２号機能の内容、連携医療機関等とする。

○ 今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令・告示等の改正、かかりつけ医機能報
告に係るシステム改修、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細の整理、ガ
イドラインの作成、都道府県・市町村等に対する研修・説明会の開催等に取り組む。

施行に向けた今後の取組

○ 特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域
単位等での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要。

○ 協議テーマに応じて、協議の場の圏域や参加者について、都道府県が市町村と
調整して決定。

・ 在宅医療や介護連携等は市町村単位等（小規模市町村の場合は複数市町村単位
等）で協議、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統
合・調整など

医師の教育や研修の充実

医療DXによる情報共有基盤の整備

地域における協議の場での協議

１号機能

２号機能

その他の報告事項

患者等への説明
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令和6年9月5日 第110回社会保障審議会医療部会（資料３）



地域医療構想における外来・在宅医療・介護との連携等について（案）

• 外来･在宅･介護需要の変化への対応

- 人口減少や超高齢化に伴う外来需要の減少

- 超高齢化による在宅・介護需要の増大

• 担い手の減少への対応

- 診療所医師の高齢化、医師の偏在

- 生産年齢人口の減少による人材確保の制約

• 既存制度の推進

- 外来医療計画による外来の機能分化・連携

- 外来医師多数区域における新規開業希望者へ

の地域で不足する医療機能の要請

- かかりつけ医機能報告等によるかかりつけ医

機能の確保･強化

- 在宅医療計画による体制整備 等

• 外来の機能分化･連携や在宅医療提供体制の確保等に向けて、医療計画（外来医療計画・在宅医療計画）の取組、
かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めてきている。

• 多くの地域で外来医療の需要は減少するが、在宅医療の需要は増加する見込み。地域の医療需要と資源に応じて、
診療所や中小病院等とともに、訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設･事業所等が連携しながら、
地域ごとの外来・在宅医療の提供が必要。

○ 新たな地域医療構想においては、入院医療だけでなく、外来･在宅

医療、介護連携等も対象とする。

○ 議題に応じて、協議を行う区域や参加者を設定し、医療関係者、

介護関係者、都道府県、市町村等の関係者の協議を実施。
※ 従来の構想区域だけでなく、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医

療構想の策定･推進に向けて、実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内
容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

○ かかりつけ医機能報告や外来機能報告等のデータを基に、地域の

現在や将来の医療需要と資源の状況を踏まえつつ、地域の外来･在

宅･介護連携等に関する状況や将来の見込みを整理して課題を共有。
（例）医師数や診療領域ごとの診療体制

時間外診療、在宅医療、在宅介護の提供状況、後方支援病床の確保状況
  慢性期･在宅需要と在宅医療提供量・療養病床・介護施設・高齢者住まい等の状況
  医療機関と介護施設等との平時や緊急時の連携体制の構築状況 等

○ 地域の実情を踏まえ課題への対応を検討･協議して、必要な外来・

在宅医療の提供のための取組を行う。
（取組の方向性（イメージ））

- 不足する医療提供のための方策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、医療機関や訪問
看護の在宅対応力の強化、在宅患者の24時間対応の中小病院等による支援、診療所の承継
支援、医師の派遣、巡回診療の整備等）

- D to P with N等のオンライン診療や医療DXによる在宅医療等の効率的な提供のための方策
- 医療機関と介護施設等の具体的な連携、高齢者の集住等のまちづくりの取組との連携 等

外来・在宅医療に係る現状と課題 地域医療構想における取組
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「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（抄）
（令和５年12月22日 閣議決定）

２．医療・介護制度等の改革

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに実施について検討する取組＞

◆ 医療提供体制改革の推進

・ 地域医療構想については、これまでのＰＤＣＡサイクルを通じた取組の進捗状況等を踏まえ、2025 年までの年度ごとに国・都道府

県・医療機関がそれぞれ取り組む事項を明確化し、関係機関が一体となって計画的に更なる取組を進める。その際、国においては、都

道府県・構想区域の病床機能等の状況の見える化、構想区域の効果的な事例（内容、検討プロセス等）の周知、医療提供体制上の課題

や重点的な支援の必要性があると考えられる構想区域を設定してアウトリーチの伴走支援の実施など、都道府県における地域の実情に

応じた取組を支援する。

・ 2026 年度以降の地域医療構想の取組について、今後、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に伴う

医療需要の変化に対応できるよう、2040 年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等

を含め、中長期的課題を整理して検討を行う。

・ こうした対応に実効性を持たせるため、都道府県の責務の明確化等に関し必要な法制上の措置等について検討を行う。

・ かかりつけ医機能が発揮される制度整備について、85 歳以上の高齢者の増加等を見据えて、診療実績に係る情報提供の強化を含め、

医療機能情報提供制度の刷新や、かかりつけ医機能報告制度の創設等により、国民・患者から見て、一人一人が受ける医療サービスの

質の向上につながるよう、2025 年４月の制度施行に向け、検討会等で具体的な議論を行い、2024 年夏頃までに結論を得る。

・ さらに、令和５年法改正の施行状況等を踏まえ、患者による選択や、地域包括ケアの中でのかかりつけ医機能、かかりつけ医機能の

対象者、医療機関の連携・ネットワークによる実装等について更なる検討を進める。

・ また、地域で必要となるかかりつけ医機能の確保に向けた、医師の教育や研修の充実にも取り組んでいく。

◆ 医師偏在対策等

・ 医師の偏在対策の観点から、医師養成過程における取組を進めるとともに、医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度において、

管理者として評価する医療機関を拡大するなど、医師が少ない地域での医師確保の取組について更なる検討を進める。あわせて、オン

ライン診療の活用やタスク・シフト／シェアの推進を図る。

・ 医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けて、医学部臨時定員、経済的インセンティブや、外来医師多数区域にお

ける都道府県知事の権限強化を始めとする規制的手法の在り方について検討する。

28



第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

（社会医療・介護サービスの提供体制等）

高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高

い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保するとともに、医療・介護ＤＸの政府を挙げての強

力な推進、ロボット・デジタル技術やＩＣＴ・オンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療

の機能分化と連携など地域の実情に応じ、多様な政策を連携させる必要がある。 国民目線に立ったか

かりつけ医機能が発揮される制度整備、地域医療連携推進法人・社会福祉連携推進法人の活用、救急

医療体制の確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、 居住地によらず安全に分べんできる周産期

医療の確保、都道府県のガバナンスの強化を図る。地域医療構想について、2025年に向けて国がアウ

トリーチの伴走支援に取り組む。 また、2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを抱える85

歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、かかり

つけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大すると

ともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村の

役割、財政支援の在り方等について、法制上の措置を含めて検討を行い、2024年末までに結論を得る。

経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月21日閣議決定）［抜粋］
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地域医療構想の検討体制

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG【既設】

（敬称略。五十音順）

伊藤 伸一 一般社団法人日本医療法人協会会長代行

江澤 和彦 公益社団法人日本医師会常任理事

今村 知明 奈良県立医科大学教授

大屋 祐輔
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療
及び医師養成の在り方に関する委員会委員長

○ 尾形 裕也 九州大学名誉教授

織田 正道 公益社団法人全日本病院協会副会長

幸野 庄司 健康保険組合連合会参与

櫻木 章司 公益社団法人日本精神科病院協会常務理事

田中 一成 一般社団法人日本病院会常任理事

野原 勝 全国衛生部長会

望月 泉 公益社団法人全国自治体病院協議会会長

第８次医療計画等に関する検討会【既設】

○：座長

＜現行の地域医療構想＞

○ 現行の地域医療構想については、引き続き、既設の地域医療構想及び医師確保計画に関するWGにおいて進捗状況の
評価、更なる取組等の検討を行う。

○ 新たな地域医療構想については、2040年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医
療・介護連携等を含めて検討を行う必要があることから、必要な関係者が参画する新たな検討会を新設して検討を行う。

新たな地域医療構想等に関する検討会【新設】

石原 靖之 岡山県鏡野町健康推進課長

伊藤 伸一 一般社団法人日本医療法人協会会長代行

猪口 雄二 公益社団法人全日本病院協会会長

今村 知明 奈良県立医科大学教授

今村 英仁
日本医師会生涯教育・専門医の仕組み運営委員長セ
ンター長

江澤 和彦 公益社団法人日本医師会常任理事

○ 遠藤 久夫 学習院大学長

大屋 祐輔
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療及
び医師養成の在り方に関する委員会委員長

岡 俊明 一般社団法人日本病院会副会長

□ 尾形 裕也 九州大学名誉教授

香取 照幸
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/兵庫県立大学

大学院特任教授

川又 竹男 全国健康保険協会理事

河本 滋史 健康保険組合連合会専務理事

櫻木 章司 公益社団法人日本精神科病院協会常務理事

高橋 泰 国際医療福祉大学大学院教授

玉川 啓 福島県保健福祉部次長（保健衛生担当）

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授

東 憲太郎 公益社団法人全国老人保健施設協会会長

松田 晋哉 産業医科大学教授

望月 泉 公益社団法人全国自治体病院協議会会長

森山 明 富山県魚津市民生部参事兼魚津市健康センタ－所長

山口 育子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長

吉川 久美子 公益社団法人日本看護協会常任理事

○：座長、□：座長代理 ※ 必要に応じて参考人の出席を要請

＜新たな地域医療構想＞

（敬称略。五十音順）
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資料１

（一部改）



89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.2
万床

0.2万床増

0.7万床減

0.7万床増

0.6万床減

約0.3万床減

2023年度病床機能報告

合計 119.3万床

88.9
万床

２０２３年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2023年

76.5
万床

0.9万床減

7.1万床減

7.4万床増

5.2万床減

68.5
万床

68.1
万床

2015年

※1：2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2023年度病床機能報告：12,203/12402（98.4％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2023年度病床機能報告

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※
6

90.6
万床

慢性期

35.5万床 (28%)
慢性期

30.3万床（25%）

慢性期

29.7万床（25%）

慢性期

28.4万床 (24%)

回復期

13.0万床 (10%)

回復期

20.4万床（17%）

回復期

21.1万床（18%）

回復期

37.5万床 (31%)

急性期

59.6万床 (48%)

急性期

52.5万床（44%）

急性期

51.8万床（44%）

急性期

40.1万床 (34%)

高度急性期

16.9万床 (14%) 高度急性期

16.0万床（13%）

高度急性期

16.2万床（14%）

高度急性期

13.0万床 (11%)

速報値
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現行の地域医療構想の病床の推計値と

2023年度病床機能報告の病床数

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

（万床）

病床の機能分化・連
携を進めない場合の必
要病床数の推計値

現行の地域医療構想
における必要病床数

病床機能報告

現行の地域医療構想の評価について

12.5

3.0
0

5

10

15

現行の地域医療構想
入院外移行前

2022NDB等の現状投影

万床
療養病床の医療区分1の患者に係る病床数の推計値(2025年時点)

①C 3基準未満の患者に係る病床

②療養病床の医療区分１の患者に係る病床

③医療区分1以外の慢性期病床の減少

• 現行の地域医療構想においては、病床の機能分化･連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推

計されたが、①一般病床のC3基準未満の医療資源投入量の患者数は在宅医療等の医療需要とすること、②療養病床の医療区分１の患

者の70％は在宅医療等の医療需要とすること、③療養病床の入院受療率の地域差解消の取組を進めることにより、2025年時点の必要

病床数を119万床程度とする目標としている。

• 2025年時点の必要病床数の推計値（病床の機能分化・連携を進めない場合）と、2022年度の診療実績（NDBのデータ）に基づく

2025年時点の推計値を比べると、①一般病床のC3基準未満の患者に係る病床数は11.8万床から4.3万床に減少（64%減）、②療養

病床の医療区分１の患者に係る病床数は12.5万床から3.0万床に減少（76％減）、③医療区分１以外の慢性期病床の減少は11.9万床

に近い11.3万床の減床となっている。

11.8

4.3
0

5

10

15

現行の地域医療構想
入院外移行前

2022NDB等の現状投影

万床

Ｃ３基準未満の患者に係る病床数の推計値（2025年時点）

△11.9 △11.3

0

20

現行の地域医療構想 2022NDB等の現状投影

万床
医療区分１以外の慢性期病床の減少の推計値（2025年時点）

現行の地域医療構想

病床の機能分化･連携
を進めない場合の必要

病床数の推計値

64%減

76%減

※病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わ
せたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、
詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

病床の機能分化･連携
を進めない場合の必要

病床数の推計値

△
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2025年に向けた地域医療構想の更なる推進

○ 地域医療構想のPDCAサイクルを通じた取組を更に推進するため、令和６年３月28日付で通知を発出し、2025年

に向けて各年度に国･都道府県･医療機関が取り組む事項を明確化するとともに、国による積極的な支援を実施。

※ その際、令和４年通知に記載のとおり、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性
が改めて認識されたことを十分に考慮する。また、2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035 年度末に暫定特例水準を解消するこ
ととされており、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各
構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る
取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

１．2025年に向けて国･都道府県･医療機関が取り組む事項の明確化

・ 国において推進区域(仮称)・モデル推進区域(仮称)を設定してアウトリーチの伴走支援を実施、都道府県において推進区域の調整会議
で協議を行い区域対応方針の策定・推進、医療機関において区域対応方針に基づく医療機関対応方針の検証・見直し等の取組を行い、
構想区域での課題解決に向けた取組の推進を図る。

※ 病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる推進区域（仮称）を都道府県あた
り１～２か所設定。当該推進区域（仮称）のうち全国に10～20か所程度のモデル推進区域（仮称）を設定。なお、設定方法等については、追って通知。

・ 引き続き、構想区域ごとの年度目標の設定、地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応等を行う。

２．国による積極的な支援

①地域別の病床機能等の見える化

・ 都道府県別・構想区域別に、病床機
能報告上の病床数と必要量、医療機関
の診療実績等を見える化

・ これらのデータを有効に活用して、
地域医療構想調整会議の分析・議論の
活性化につなげる

④基金等の支援策の周知

・ 地域医療介護総合確保基金やデータ分
析体制構築支援等の支援策の活用方法に
ついて、都道府県・医療機関向けリーフ
レットを作成

⑥モデル推進区域(仮称)におけるアウトリーチの
伴走支援

・ データ分析等の技術的支援や地域医療介護総合
確保基金の優先配分等の財政的支援を活用して、
モデル推進区域(仮称)においてアウトリーチの伴
走支援を実施

②都道府県の取組の好事例の周知

・ 地域医療構想の実現に向けた都道府
県の取組の好事例を周知

⑤都道府県等の取組のチェックリスト

・ 地域医療構想策定ガイドラインや関連通知等で
示してきた地域医療構想の進め方について、都道
府県等の取組のチェックリストを作成。都道府県
等において、これまでの取組状況を振り返り、今
後、必要な取組を実施。

③医療機関の機能転換・再編等の好事例
の周知

・ 医療機関の機能転換・再編等の事例に
ついて、構想区域の規模、機能転換・再
編等の背景や内容等を整理して周知

2025年に向けた取組の通知内容（令和６年３月28日）

第14回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日

資料１
（一部
改）
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モデル推進区域について

▪ 北海道【中空知】
▪ 秋田県【大館・鹿角、能代・山本】
▪ 山形県【庄内】
▪ 栃木県【宇都宮】
▪ 群馬県【伊勢崎、藤岡】
▪ 石川県【能登北部】
▪ 山梨県【峡南】

34

・都道府県コンシェルジュ（ワンストップ窓口）の設置
・区域対応方針（※）の作成支援
・構想区域内の課題の把握
・分析結果を踏まえた取組に関する支援
・地域の枠組みを超えた構想区域や都道府県間の意見交換会の設定
・定量的基準の導入に関する支援 等

○財政的支援
モデル推進区域が属する都道府県に対しては、重点支援区域への支援と同様に、地域医療介護総合確保基金について、事業区分

Ⅱ・Ⅳの優先配分を行うほか、個別医療機関の再編統合を実施する場合における上乗せの財政支援を行う。

・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
・構想区域からの依頼に基づき議論の場・講演会、

住民説明会などへの国職員の出席
・関係者との議論を行う際の資料作成支援
・関係者の協議の場の設定

（※）「地域医療構想の進め方について」（令和５年３月 31 日付け医政地発 0331 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）において示した、
構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するために年度毎に策定する工程表を含む。

（下線は従来の重点支援区域における技術的支援では実施していない新たな支援策）○技術的支援

○ モデル推進区域について、都道府県との調整を踏まえ、推進区域の中から、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、
地域医療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、以下のとおり設定する。
※以下の都道府県以外について、引き続き調整を行う。

モデル推進区域の設定

伴走支援の内容

▪ 三重県【松阪】
▪ 滋賀県【湖北】
▪ 京都府【丹後】
▪ 山口県【宇部・小野田】
▪ 高知県【中央】
▪ 長崎県【長崎】

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床数の必要量の計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会
議で協議を行うことが重要。

※ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

【10月10日時点】

第 1 ５ 回 地 域 医 療 構 想 及 び 医 師 確 保 計 画 に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日

資料３（一

部改）



老人ホームからの救急搬送件数の見通し

老人ホーム(特養、有老等)からの救急搬送件数について、令和３年(2021年)の約45万人(全体の8.2％)から、2040

年には約67万人に増加、特に85歳以上が増加する見込み。

資料出所：総務省消防庁「救急統計」データ（2021年）特別集計データ、総務省統計局「人口推計」（2021年）及び

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2023年推計）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
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（45万人）

（325万人）

（52万人）
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2018 2025 2040

826万人
（12%）

6,665万人

940万人程度
（14~15%程度）うち

医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度
（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※１）

5,245万人

6,024万人
～（※１）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数 

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人
（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、

・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）※３ 

改革後の就業者数

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※１ 総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。
※２ 2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。
※３ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」は、2024年3月11日に新しい推計が公表されている。2024年3月推計では、成長実現・労働参加進展シナリオで、総就業者数は、2022年の6,724万人か

ら2040年に6,734万人と概ね横ばいであり、「医療・福祉」の就業者数は、2022年の897万人から2040年に1,106万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』
を更新したデータはないため、比較には留意が必要。

○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。

マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
令和４年３月４日 第８次医療計画等に関する検討会資料１（一部改）

※２

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

年 年

令和６年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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新たな地域医療構想等に関する検討会の今後のスケジュール（予定）

○ 引き続き、各論の議論を進め、制度改正の具体的な内容に関する検討を行い、年末に取りまとめを行う予定。
社会保障審議会医療部会に報告しながら検討を進める。

（その後の想定スケジュール）
令和７年度（2025年度） 新たな地域医療構想に関するガイドラインの検討･発出
令和８年度（2026年度） 新たな地域医療構想の検討･策定
令和９年度（2027年度） 新たな地域医療構想の取組（第８次医療計画の中間見直し後の取組）

年内に取りまとめを行う予定

第１回 令和6年3月29日
・新たな地域医療構想に関する検討の進め方について
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングの進め方について

第２回 令和6年4月17日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第１回）

第３回 令和6年5月22日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第２回）

第４回 令和6年5月27日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第３回）

第５回 令和6年5月31日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第４回）

第６回 令和6年6月21日
・新たな地域医療構想に関する論点について

第７回 令和6年8月26日
・新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について（総論）

第８回 令和6年９月６日
・入院医療（急性期を中心とした病床機能・医療機関機能）

第９回 令和6年９月30日
・入院医療（回復期・慢性期を中心とした病床機能・医療機関機能）、在宅医療、構想区域、医師偏在是正対策

第10回 令和6年10月17日
・入院医療（医療機関機能）、外来医療

・入院医療（病床機能・医療機関機能、必要病床数など）、在宅医療、外来医療、介護との連携、構想区域、
地域医療構想調整会議、地域医療介護総合確保基金、都道府県知事の権限、市町村の役割 など

・医師偏在是正対策

第８回新たな地域医療構想等に関する検討会

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日

資料１

（一部改）
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新たな地域医療構想等に関する検討会 開催要綱

新たな地域医療構想等に関する検討会 開催要綱（抜粋）

１．目的
○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機

能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的としている。
○ 本検討会は、現行の地域医療構想が2025年までの取組であることから、新たな地域医療構想につい

て、2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に対
応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医
療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に開催するものである。

２．検討事項
（１）新たな地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
（２）医師偏在対策に関する事項（医師養成過程を通じた対策を除く）
（３）その他本検討会が必要と認めた事項

石原 靖之 岡山県鏡野町健康推進課長

伊藤 伸一 一般社団法人日本医療法人協会会長代行

猪口 雄二 公益社団法人全日本病院協会会長

今村 知明 奈良県立医科大学教授

江澤 和彦 公益社団法人日本医師会常任理事

○ 遠藤 久夫 学習院大学長

大屋 祐輔
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療及び
医師養成の在り方に関する委員会委員長

岡 俊明 一般社団法人日本病院会副会長

□ 尾形 裕也 九州大学名誉教授

香取 照幸
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/兵庫県立

大学大学院特任教授

河本 滋史 健康保険組合連合会専務理事

櫻木 章司 公益社団法人日本精神科病院協会常務理事

高橋 泰 国際医療福祉大学大学院教授

玉川 啓 福島県保健福祉部次長（保健衛生担当）

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授

東 憲太郎 公益社団法人全国老人保健施設協会会長

松田 晋哉 産業医科大学教授

望月 泉 公益社団法人全国自治体病院協議会会長

森山 明 富山県魚津市民生部参事兼魚津市健康センタ－所長

山口 育子
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML
理事長

吉川 久美子 公益社団法人日本看護協会常任理事

（敬称略、五十音順）
＜新たな地域医療構想等に関する検討会 構成員＞
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医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 開催要綱

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 開催要綱（抜粋）

１．目的
○ 医師の偏在対策や需給については、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」等で議論さ

れており、地域における医師確保の状況も踏まえながら、医学部臨時定員の在り方が検討されてきた。
○ その中で、医学部臨時定員については、医療計画の策定を通じた医療提供体制や医師の配置の適正化

と共に検討する必要があるため、「第８次医療計画等に関する検討会」等の検討状況を踏まえ検討する
必要があるとされた。

〇 その後、医療計画に関する検討が一定のとりまとめをされたことを踏まえ、地域枠をはじめとした医
師養成過程を通じた医師の地域偏在・診療科偏在について検討する。

〇 また、医師の偏在対策を検討するにあたり、医学部臨時定員の在り方についても一体的に検討するこ
ととし、本検討会を開催する。

２．検討事項
（１）医師養成過程を通じた医師偏在対策について
（２）医学部臨時定員の在り方等について

（敬称略、五十音順）

＜医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 構成員＞

今村 英仁 公益社団法人日本医師会常任理事
印南 一路 慶應義塾大学総合政策学部教授

○ 遠藤 久夫 学習院大学長
小笠原邦昭 一般社団法人日本私立医科大学協会
神野 正博 四病院団体協議会（公益社団法人全日本病院協会副会長）
木戸 道子 日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長

□ 國土 典宏 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長
坂本 純子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 委員バンク登録会員
野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院教授
花角 英世 全国知事会
横手幸太郎 一般社団法人国立大学病院長会議特任委員

39
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手で
きるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏
在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

（都道府県別） 上位1/3 下位1/3

都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標 都道府県コード 都道府県 医師偏在指標

00 全国 255.6 16 富山県 238.8 32 島根県 265.1

01 北海道 233.8 17 石川県 279.8 33 岡山県 299.6

02 青森県 184.3 18 福井県 246.8 34 広島県 254.2

03 岩手県 182.5 19 山梨県 240.8 35 山口県 228.0

04 宮城県 247.3 20 長野県 219.9 36 徳島県 289.3

05 秋田県 199.4 21 岐阜県 221.5 37 香川県 266.9

06 山形県 200.2 22 静岡県 211.8 38 愛媛県 246.4

07 福島県 190.5 23 愛知県 240.2 39 高知県 268.2

08 茨城県 193.6 24 三重県 225.6 40 福岡県 313.3

09 栃木県 230.5 25 滋賀県 260.4 41 佐賀県 272.3

10 群馬県 219.7 26 京都府 326.7 42 長崎県 284.0

11 埼玉県 196.8 27 大阪府 288.6 43 熊本県 271.0

12 千葉県 213.0 28 兵庫県 266.5 44 大分県 259.7

13 東京都 353.9 29 奈良県 268.9 45 宮崎県 227.0

14 神奈川県 247.5 30 和歌山県 274.9 46 鹿児島県 254.8

15 新潟県 184.7 31 鳥取県 270.4 47 沖縄県 292.1

40

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改）

令和６年９月５日医療部会資料



二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）①

41

 医師確保計画策定ガイドライン～第8次（前期）～に基づき、都道府県の医師確保計画の策定スケジュールを踏まえ、各都道府県の二次医療圏が確定する

前の段階（2022年３月時点）の二次医療圏における指標の値について上位1/3の閾値を217.6、下位1/3の閾値を179.3と設定している（小数第２位以下

略）。なお今後、都道府県における第８次医療計画の策定に当たり二次医療圏の見直し等が行われた場合は、見直し後の二次医療圏の医師偏在指標を再計

算し、前述の閾値を用いて区分分けを行う。したがって、上位1/3、下位1/3に区分される二次医療圏の数は、全国の二次医療圏の総数の1/3と必ずしも一

致しない場合があり得る。
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）②
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）③
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出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（令和４年）の届出票情報を基に、厚生労働省医政局地域医療計画課において特別集計したもの。

※届出票情報を利用し独自集計したため、医師・歯科医師・薬剤師統計の公表値とは一致しない場合がある。
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人口規模ごとの二次医療圏別にみた年齢階級別の診療所医師数
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人口規模別にみた診療所医師の年齢階級別の分布

診療所の医師は過半数が60代以上であり、人口20万人未満の二次医療圏では、60代以上の医師が60％以上を占める。
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専門研修 ー 専門医制度における地域・診療科偏在対策

◼ 日本専門医機構が、都道府県別・診療科別採用上限数を
設定（シーリング）

※5大都市を対象としたシーリング→厚生労働省が算出した都道府県別・診療科別
必要医師数に基づいたシーリングへ変更されている（2020年度研修～）

⚫ 医師法の規定により、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から
日本専門医機構等に意見・要請を実施

医師養成過程を通じた医師偏在対策

学部
教育

臨床
研修

専門
研修

医師養成
過程

臨床研修 ー 臨床研修制度における地域偏在対策

◼ 都道府県別募集定員上限数の設定
◼ 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小

⚫ 医師少数区域へ配慮した都道府県ごとの定員設定方法への変更
⚫ 地域医療重点プログラムの新設（2022年～）

•長期的には医師供給が需要を上回ると考えられるが、地域偏在や診療科偏在に引き続き対応する必要があることから、医師養成過
程の様々な段階で医師の地域偏在・診療科偏在対策を進めている。

専門研修部会

大学医学部 ー 地域枠の設定（地域・診療科偏在対策）

◼ 大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与する
仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される（一部例外あり）

⚫ 令和８年度の医学部臨時定員については、令和６年度の医学部総定員数（9,403人）を上限とし、臨時増員の枠組みを維持
⚫ 令和９年度以降の医学部臨時定員については、各都道府県・大学の医師確保の現状を踏まえて改めて検討

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会

※臨床研修病院の指定、募集定員の設定権限を都道府県へ移譲（2020年4月～）

定
員

B県やC県のX診療科を目指す

→

応募人数
(A県 X診療科)

B県 A県 C県

X診療科 Z診療科Y診療科

A県のY診療科やZ診療科を目指す

X診療科の研修
を行う場合

A県で研修
を行う場合

診療科間の偏在是正

都道府県間の偏在是正

A県
X診療科

6
年

2
年

3
年
以
上

医療従事者の需給に関する検討会 第37回医師需給分科会
資料１
一部改編令和３年３月４日

7,000

9,000

11,000

H17' H20' H23' H26' H29' R2' R5'

研修希望者

募集定員

人

1.23倍

1.06倍

1.35倍

臨床研修部会

1.1倍
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医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

○ 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

申請

認定

【申請内容】
○ 勤務した医療機関名と所在地
○ 勤務した期間
○ 業務内容

等

➢ 申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の影
響を測るため、認定の対象となる勤務の
直前の勤務地等についても申告する。

認定医師等に対するインセンティブ

①一定の病院の管理者としての評価
• 地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこととする。
 （2020年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

②認定医師に対する経済的インセンティブ
• 認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る経費（研修受

講料、旅費等）について支援を行う。

認定に必要な勤務期間や業務内容

※１ 医師免許取得後9年以上経過していない
場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産
等による中断は可）とするが、 9年以上経過し
た場合は、断続的な勤務の積算も可。

医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び

保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）
 地域の患者への継続的な診療
 診療時間外の患者の急変時の対応
 在宅医療 等

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
 地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加 等

(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
 健康診査や保健指導等の実施 等

医師少数区域等における
６ヵ月以上※１の勤務※２

医師
※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の

勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料
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外来医療機能に関する情報の可視化

○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の
多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する
情報の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に
係る医療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

外来医師偏在指標を活用した地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

地域の人口

標準化診療所医師数

×地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組

○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、初期救急（夜間・休日の診療）、在宅医療、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情
報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。

※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業希望者
等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担保を行う必要
もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等
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かかりつけ医機能報告による
機能の確保

・慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なか
かりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報
告。

・都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機
能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関
する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表
（※）。

・あわせて、外来医療に関する地域の協議の場で「かかりつ
け医機能」を確保する具体的方策を検討・公表。

医療機能情報提供制度の刷新

・医療機関は、国民・患者による医療機関の選択に役立つわ
かりやすい情報及び医療機関間の連携に係る情報を都道府
県知事に報告
❶情報提供項目の見直し
❷全国統一のシステムの導入

制度整備の内容

○ 国民・患者はそのニーズに応じて医療機能情報提供制度等を活用して、かかりつけ医機能を有する医療機関を選択
して利用。

○ 医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、かかりつけ医機能の内容を強化。

※ 医師により継続的な管理が必要と判断される患者に対して、医療機関が、
提供するかかりつけ医機能の内容を説明するよう努めることとする。

◆ 日常的によくある疾患への幅広い対応

◆ 休日・夜間の対応

◆ 入院先の医療機関との連携、退院時の受入

◆ 在宅医療

◆ 介護サービス等との連携 等

病床機能報告（H26）

かかりつけ医機能報告（新設）

外来機能報告（R３）
（紹介受診重点医療機関の確認）

入院

外
来

イ
メ
ー
ジ
図

国民・患者の医療ニーズ

医療機能情報提供制度（H18)

在宅

有床診
・病院

無床診

かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格
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➢ 国民・患者が、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能を十分に理解した上で、自ら適切に医
療機関を選択できるよう、「医療機能情報提供制度」（※）の充実・強化を図る。

（※）医療機能情報提供制度は、国民・患者による医療機関の適切な選択を支援するため、医療機関に対し、医療機能に関する情報（診療科目、診療
日、診療時間、対応可能な治療内容等）について都道府県知事への報告を義務づけ、それを都道府県知事が公表する制度。

【見直しのポイント】

① 医療機能情報提供制度について、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能の理解に基づく、国民・患者の
医療機関の適切な選択に資するという制度趣旨を明確化

＜かかりつけ医機能＞
身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能を「かかりつけ医機能」と定義

② 全国の情報を一元化・標準化した全国統一システムを構築し、より検索性が高くわかりやすい情報を提供

③ 国民・患者へのわかりやすい情報提供ができるよう、情報提供項目を見直す（厚生労働省令）

（具体的な項目の内容については、今後、有識者等の参画を得て検討。）

・情報の確認
・住民への情報提供

厚生労働省
全国統一システムを構築

全国統一ｼｽﾃﾑ

・ 分かりやすい提供情報
・ 都道府県の枠を超えた検索が可能

報告

• 日常的な医学管理及び重症化
予防

• 地域の医療機関等との連携
• 在宅医療支援、介護等との連

携
• 適切かつ分かりやすい情報の

提供
• 地域包括診療加算の届出
• 地域包括診療料の届出
• 小児かかりつけ診療料の届出
• 機能強化加算の届出

かかりつけ医機能に関する
現在の情報提供項目

国民・患者目線でわかりやすい内容に見直し

◆ 対象者の別（高齢者、障害者、子
どもなど）

◆ 日常的によくある疾患への幅広い
対応

◆ 医療機関の医師がかかりつけ医機
能に関して受講した研修など

◆ 入退院時の支援など医療機関との
連携の具体的内容

◆ 休日・夜間の対応を含めた在宅医
療や介護との連携の具体的内容

情報提供項目のイメージ（案）

報告

【住民・患者】

医療機関を適切に選択

医療機能情報提供制度の刷新
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➢ 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都
道府県知事に報告を行う。（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。）

【報告対象となる医療機関】
○ 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの

※ 無床診療所を含む。（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討。）

【報告事項】
○ かかりつけ医機能のうち、以下の機能の有無及びその内容（詳細は、今後、有識者等の参画を得て検討）

①：継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的
に行う機能（厚生労働省令で定めるものに限る）

②：①を有する場合は、⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等
と連携した医療提供、⑸その他厚生労働省令で定める機能（⑴～⑷は厚生労働省令で定めるものに限る）
・連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容

➢ 都道府県知事は、②の機能を有する報告をした医療機関がその機能の確保に係る体制として厚生労働
省令で定める要件に該当するものを有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の
場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより公表する。

➢ 都道府県知事は、医療関係者や医療保険者などが参加する外来医療に関する地域の協議の場において、
地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

➢ 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保・
強化するための仕組みを整備する。

かかりつけ医機能報告の創設
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かかりつけ医機能報告概要

かかりつけ医機能報告の流れ

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。

○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

① かかりつけ医機能の報告

具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など

※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等（第30条の18の４第６項等）

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 （第30条の18の５）

都道府県

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容

（第30条の18の４第１項）

＜報告項目イメージ＞
１：日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

２：１を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

② 報告の内容

④確認結果

⑤
確
認
結
果
の
報
告

③ 都道府県
の確認

外来医療に関する
地域の協議の場

公

表

⑦協議結果 公

表

２（１）～（４）等の機能の
確保に係る体制を確認（※）。

・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認

（第30条の18の４第３項、第５項）

（第30条の18の４第７項）

（第30条の18の４第４項）

（第30条の18の４第２項）

※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。

※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。
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外来医療提供体制に係る主な施策

52

➢ 地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、

・ 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）。

・ 外来機能報告を踏まえ、地域ごとに外来医療機能の議論を行う協議
の場（※1）において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議。

・ 紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）
を明確化し、地域における外来医療提供体制の在り方について検討。

➢ かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、各医
療機関のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供

➢ 各医療機関から報告されたかかりつけ医機能の内容や今後担う意向につ
いて、地域の協議の場（※1）に報告し、地域で不足する機能を確保す
る方策（※2）を検討・実施

➢ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXに
よる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮され
るための基盤整備等の取組

※1 協議の場の圏域や参加者について、協議するテーマに応じて実施主体である都道府県が市町村
と調整して決定するが、地域医療構想調整会議を活用することも可能。例えば、時間外診療や在
宅医療、介護等との連携等は市区町村単位等（小規模市町村の場合は複数市町村単位等）
で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統合・調整
するなどを想定。特に在宅医療や介護連携等の協議に当たっては、市町村の積極的な関与・役割
が重要。介護等に関連する事項の協議の場合には市町村の参加を求める。

※2 例えば、プライマリケア研修や在宅医療研修等の充実、夜間・休日対応の調整、在宅患者の24
時間対応の調整、後方支援病床の確保、地域の退院ルール等の調整、地域医療連携推進法
人制度の活用等

➢ 診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。開業に当
たって参考となるデータを公表し、新規開業希望者等に情報提供。

➢ 少なくとも外来医師多数区域（※2）において、新規開業希望者に対
して、外来医療の協議の場の協議の内容を踏まえて、初期救急（夜
間・休日の診療）、在宅医療、公衆衛生（学校医、産業医、予防接
種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

外来医療計画を通じた取組

※1 地域医療構想調整会議を活用することも可能。原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置すること
とするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なもの（在宅当番医制や夜間・休日急患セ
ンターへの参加等）について別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

※2 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定

紹介

紹介受診重点医療機関

逆紹介

外来機能報告、協議の場での協議、
紹介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う
医療機関

病院の外来患者の待
ち時間の短縮、勤務
医の外来負担の軽減、
医師働き方改革

かかりつけ医機能が発揮される制度整備
（かかりつけ医機能報告、医療機能情報提供制度、
協議の場での協議、医師の教育や研修の充実等）

かかりつけ医機能が発揮される制度整備

外来の機能分化・連携や在宅医療提供体制の構築等に向けて、医療計画（外来医療計画・在宅医療計画）の取組、か

かりつけ医機能が発揮される制度整備を進めてきている。
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